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第
２
次
回
答
の
内
容

○
路
外
駐
車
場
の
出
入
口
に
関
す
る
規
定
の
う
ち
、
ま
が
り
か
ど
か
ら
５
ｍ
以
内
に
お
け
る
出
入
口
の

設
置
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
円
滑
か
つ
安
全
な
交
通
が
確
保
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
柔

軟
な
対
応
が
可
能
と
な
る
よ
う
規
定
の
弾
力
化
を
検
討
す
る
。

○
交
差
点
は
、
駐
車
場
出
入
口
に
つ
い
て
、
例
外
的
に
国
土
交
通
大
臣
認
定
に
よ
り
設
置
が
可
能
で

あ
る
。
一
方
、
ま
が
り
か
ど
に
つ
い
て
は
、
道
路
状
況
が
ど
の
よ
う
な
場
合
（
一
方
通
行
で
車
両
同
士

の
危
険
な
錯
綜
が
生
じ
に
く
い
場
合
等
）
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
駐
車
場
出
入
口
の
設
置
が
カ
テ
ゴ
リ
カ

ル
に
排
除
さ
れ
、
硬
直
的
で
過
剰

な
規
制
の
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
国
土
交
通
大
臣
が
個
別
に
認

め
れ
ば
設
置
可
能
な
交
差
点
と
同

じ
よ
う
に
適
用
除
外
の
特
例
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
改
め
る
べ
き

で
は
な
い
か
。

■
提
案

募
集
検
討
専

門
部

会
か

ら
の

主
な
再
検

討
の
視

点

■
担
当
省
庁
か
ら
の

第
２
次
回

答
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重点番号26：駐車場出入口設置に係る規制緩和（国土交通省）



今
後
の
検
討
の
進
め
方

P

出
庫

時
一

旦
停

止

入
庫
待
ち
車
両
を
路

上
に
滞

留
さ
せ

な
い

た
め
入

場
ゲ
ー
ト
ま
で
の

距
離

を
確

保

進
行

方
向

を
規

制
左
折

IN
、
左

折
O

U
T

直
進
・
右

折
入

庫
禁

止

警
報

器
の

設
置

入
場

ゲ
ー
ト

警
備

員
の

配
置

○
交
差
点
に
係
る
大
臣

認
定

制
度

に
お
い
て
は
、
道
路
の

円
滑
か
つ
安
全

な
交
通

を
確

保
す
る
た
め
、
下

図
の

よ
う

な
対
策

を
講
じ
て
い
る
事

例
が

あ
る
。

○
今
後
、
交
差
点
に
係

る
大

臣
認

定
制

度
の
運

用
実
態

を
参
考

と
し
つ
つ
、
ま
が

り
か

ど
に
お
け
る
円

滑
か

つ
安

全
な

交
通
の
確
保
に
つ
い
て
検

証
し
、
規

定
の
弾

力
化

に
つ
い
て
検

討
し
て
参

り
た
い
。

×
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平
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２
８

年
１

０
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２
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日
 

国
土
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省
土

地
・

建
設

産
業

局
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重点番号１：公有地の拡大の推進に関する法律に基づき取得した土地の利用に関する規制の緩和（国土交通省）



今
回
の
提
案
事
項
を
受
け
た
対
応
に
つ
い
て

住
宅
用
地
と
し
て
の
活
用
事
例
を
含
む
平
成
１
８
年
通
知
の
再
周
知

Ｈ
Ｐ
な
ど
を
活
用
し
、
現
行
法
で
対
応
可
能
な
先
買
い
土
地
の
活
用
事
例
の
幅
広
い
情
報
提
供

相
談
窓
口
を
周
知
し
、
地
方
公
共
団
体
等
の
抱
え
る
個
別
具
体
の
問
題
に
関
し
て
と
も
に
解
決
策
を
検
討

１
．
現
行
制
度
の
幅
広
い
情
報
提
供

先
買
い
土
地
の
有
効
活
用
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
等
と
と
も
に
継
続
し
て
取
り
組
む

地
方
公
共
団
体
等
で
保
有
す
る
先
買
い
土
地
の
実
態
を
あ
ら
た
め
て
把
握

先
買
い
土
地
の
活
用
を
困
難
と
さ
せ
て
い
る
要
因
を
ヒ
ア
リ
ン
グ

実
態
把
握
の
中
で
得
ら
れ
た

・
新
た
な
活
用
事
例
も
幅
広
く
情
報
提
供
を
行
い
、

・
現
行
法
で
対
応
可
能
な
個
別
具
体
の
支
障
事
例
の
解
決
も
図
っ
て
い
く
。

２
．
先
買
い
土
地
の
有
効
活
用
に
向
け
た
取
組
み
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